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１．令和6年度輸入食品
監視指導結果
（速報値）
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令和６年度輸入食品監視指導計画監視結果（速報値）

届出件数
全国 2,466,543件 （前年比105%）
一課 104,266件 （前年比105%）
二課 87,501件 （前年比101%）

検査件数（全国）
検査命令 70,041件
モニタリング検査 47,664件
指導検査等 87,924件

違反件数（届出件数あたりの違反率）
全国 715件（0.03%） ※前年度 763件（0.03%）
一課 44件（0.04%） 65件（0.07%）
二課 27件（0.03%） 33件（0.04%）

（令和7年４月14日現在）



２．令和７年度輸入食品
監視指導計画
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輸入食品監視指導計画について

輸入食品監視指導計画について
輸入時の検査や輸入者の監視指導等を効果的かつ効率的に実施し、
輸入食品等の一層の安全性確保を図るため、食品衛生法第23条に
基づき、輸入食品等について国が行う監視指導の実施に関する計画
を策定するもの。

輸入食品等の監視指導の基本的な考え方
食品安全基本法第４条において、食品の安全性の確保は、国の内外
における食品供給の行程の各段階において必要な措置が適切に講じ
られることにより行わなければならないとされている。この観点か
ら、輸出国、輸入時及び国内流通時の３段階での衛生確保対策を図
るべく計画を策定し、監視指導を実施する。
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令和７年度輸入食品監視指導計画について

輸入時の監視指導のポイント
① 輸入者への自主的な衛生管理の実施
・いわゆる健康食品に対する健康被害情報の確認や指定成分等含有食品の指導
・食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度に関する周知及び指導
・輸入届出の内容と実際の貨物が同一であることの確認の指導

② モニタリング検査の実施
・残留農薬等のポジティブリスト制度による残留農薬検査等の継続
・食中毒事例や病原微生物等の健康被害発生の高いと考えられる項目の重点的
な検査

・違反状況、海外情報等に応じたモニタリング検査の実施

③ モニタリング検査以外の行政検査の推進
④ 検査命令の実施（対象国の明確化）
⑤ 包括的輸入禁止措置の検討
⑥ 海外からの問題発生情報等に基づく緊急対応
⑦ 輸入者に対する輸入前相談



３．令和7年度検査命令
及びモニタリング計画
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令和７年度検査命令について

検査命令
自主検査やモニタリング検査、国内での収去検査等において法違反が
判明するなど、法違反の可能性が高いと見込まれる食品等について、
輸入者に対し、輸入の都度、実施を命じる検査
輸入者が費用負担、検査結果判明まで輸入不可

令和7年度の主な変更点
① 対象国が「全輸出国」項目の見直し
② アフラトキシン及びサイクラミン酸における検査命令対象製造者の
一部削除と追加

③ 米国産アーモンドの検査命令免除要件の追加
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令和７年度検査命令について

検査命令の実施における対象国の明確化について
令和６年度令和７年度（令和7年4月15日現在）

製品検査の対象食品等対象国・地域製品検査の対象食品等対象国・地域

乾燥いちじく

全輸出国

乾燥いちじく
イラン、スペイン、トルコ、
フランス

ピスタチオナッツピスタチオナッツイラン

ブラジルナッツ、アー
モンド、チリペッパー、
レッドペッパー、ナツ
メグ及びハトムギ

ブラジルナッツペルー

アーモンドスペイン、米国

チリペッパー及びレッ
ドペッパー

イタリア、インド、タイ、
中国、ネパール、パキスタ
ン

ナツメグインドネシア

ハトムギタイ、ラオス

落花生及びその加工品
（落花生を10%以上
含有するものに限
る。）

落花生及びその加工品
（落花生を10%以上
含有するものに限
る。）

アルゼンチン、インド、イ
ンドネシア、ガーナ、スリ
ランカ、タイ、台湾、中国、
トルコ、フィリピン、ブラ
ジル、米国、南アフリカ共
和国

ミックススパイス及び
ミックスナッツ

（削除）（削除）

すじこ（削除）（削除）

① 全輸出国の見直し
・科学的知見、検査や改善
等状況を踏まえた見直し
をおこなう

・国ごとの改善等の状況、
過去の輸入実績等を精査
し、各国のリスクに応じ
た監視体制の拡充を図る

・国単位での衛生管理や改
善等の取組みを促すこと
で、輸入食品のさらなる
安全性確保を図る

※アフラトキシン命令対象食品を含む加工品の自主検査（命令対象加工品を除く）指導対象も国ごとになります
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令和７年度検査命令について

② アフラトキシン及びサイクラミン酸の命令対象製造者
・アフラトキシンについては19カ国34製造者が削除
・サイクラミン酸については中国が７製造者、ベトナムが１製造者削除
・中国産赤とうがらし、花椒又は落花生を含む食品のアフラトキシンにつ
いては、1製造者追加となった

① 全輸出国の見直し
・アフラトキシン命令対象外となった国のうち、一部はモニタリング30%
強化対象へ移行（モニタリング通知別表２に追加）
インド ：ピスタチオナッツ、ナツメグ
カナダ ：落花生及びその加工品
バングラデシュ ：落花生及びその加工品
ベトナム ：落花生及びその加工品
スリランカ ：ナツメグ
ネパール ：ナツメグ
ブラジル ：ブラジルナッツ
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令和７年度モニタリング計画について

【令和7年度モニタリング計画】
（令和7年3月28日健生食輸発0328第2号「令和7年度輸入食品等モニタリング計画」の実施について 別添）

Ⅰ輸入食品等モニタリング検査実施要領

７その他（１）モニタリングの強化

令和７年度輸入食品監視指導計画に基づき実施するモニタリング検査の強化につい
ては、頻度を30％とし、対象は別表第２に示すとおりとする。

また、法違反判明時の当該製造者、製造所、輸出者又は包装者等に対しては、輸入
の都度、自主検査を実施することとし、対象は別表第３に示すとおりとする。

→30％強化対象は別表第２

→100%自主検査対象は別表第３

モニタリング検査
多種多様な輸入食品について、食品衛生上の状況について幅広く監視し、
必要に応じて輸入時検査を強化する等の対策を講じることを目的として、
国が年間計画に基づいて実施する検査
国が費用負担、検査結果の判明を待たずに輸入可能
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令和７年度モニタリング計画について

モニタリング検査計画数 約100,000件

26,29025,530残留農薬

13,83014,000成分規格（大腸菌群等）

12,62012,600添加物

15,42015,310病原微生物（リステリア等）

12,80013,320抗菌性物質等

7,4207,620カビ毒（アフラトキシン等）

950950遺伝子組換え

670670放射線照射

10,00010,000検査強化品目（SRM除去確認含む）

100,000100,000合 計

モニタリング検査の件数は、

① 統計学的手法に基づき、特定の食品群に１％以上の違反食品が含まれている場合、一定の信頼度（95％）で、１件以上の違反を

発見することができる検査件数（299件）を基本としつつ、

② さらに、輸入件数、輸入重量、過去の違反率、違反内容の危害度を勘案し、171の食品群ごと、残留農薬等の検査項目ごとに、

設定している。

※ 落花生、おくら、ごまの種子、バナナの残留農薬、穀類・種実加工品
のかび毒などを強化



参考：ホームページでの確認方法
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①
③

④

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/index.html

②

※スマートホンの場合は
トップページ右上の
「メニュー」を開くと
①「テーマ別に探す」
が表示されます



参考：ホームページでの確認方法
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⑤

⑥ ⑦



参考：ホームページでの確認方法
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⑧

⑨

別表第２

30％モニタリング強化

別表第３

100％自主検査

別表第４～６

開梱数、採取量

別表第2、第3は随時更新されます。

※令和6年度は年間約60回更新

定期的に確認をしましょう！

別添

モニタリング計画



ご清聴ありがとうございました



参考資料



令和5年度 全国の輸入状況
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（資料出所）厚生労働省「輸入食品監視統計」（令和５年度）

2,987万ﾄﾝ
(R５年度）

235万件
(R５年度)

＊昭和50年から平成18年は年次、平成19年以降は年度
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食品等の輸入の状況（令和５年度）

畜産食品

畜産加工食品

3,503,124

水産食品

水産加工食品

1,913,349

19,247,451

その他の食料品

2,359,933

飲料

1,133,410

食品添加物

722,546

器具

843,848

容器包装

89,119

おもちゃ

53,795

輸入重量
29,866,575
(トン)

農産食品
農産加工食品

※輸入重量ベース
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食品別輸入量上位５ヶ国 ①（令和５年度）

タイ
（27%）

中国
（22%）

ニュージー
ランド（9%）

米国（9%）

オーストラ
リア（6%）

その他
（26%）

米国
（24%）その他

（24%）

タイ
（8%）

カナダ
（13%）

オースト
ラリア
（11%）

ブラジル
（20%）

中国
（37%）

その他
（22%）

インド
（6%）

米国
（9%）

タイ
（12%）

ベトナム
（15%）

その他（15%）

フィリピン
（6%）

ブラジル
（7%）

オースト
ラリア
（12%）

カナダ
（17%）

米国
（43%）その他

（47%）

チリ
（13%）

米国
（13%）

中国
（9%）

ロシア
（9%）

ノルウェー
（9%）

中国
（38%）

米国
（15%）

タイ
（10％）

イタリア
（6%）

韓国（3%）

その他
（29%）

畜産食品

畜産加工食品

水産食品

水産加工食品

農産食品

農産加工食品

※輸入重量ベース
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食品別輸入量上位５ヶ国 ②（令和５年度）

※輸入重量ベース

その他の加工食品

飲料

食品添加物

器具

容器包装

おもちゃ

オースト
ラリア
（50%）

その他
（21%）

タイ
（5%）

メキシコ
（11%）

中国
（7%）

韓国
（6%）

米国
（12%）

フランス
（11%）

韓国
（12%）

スイス
（7%）

その他
（50%）

チリ
（8%）

タイ
（38%）

中国
（19%）

ベトナム
（7%）

ブラジル
（4%）

インドネシア
（8%）

その他
（24％）

その他（9%）

中国
（67%）

韓国（4%）

ベトナム
（6%）

マレーシア（3%）

タイ
（12%）

中国
（41%）

マレーシア
（9%）

タイ
（10%） 韓国

（14%）

台湾
（7%）

その他
（19%）

中国
（75%）

ベトナム
（15%）

タイ（5%）

フィリピン（1%）

ラオス（1%）
その他（4%）



令和5年度 監視指導結果
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令和５年度輸入食品監視指導計画監視結果

届出・検査・違反状況

届出件数 2,350,033件

検査件数 199,272件 （検査率8.5％）

（検査命令 62,333件、モニタリング検査 50,060件、指導検査等 85,596件）

違反件数 763件 （届出件数の0.03％）

モニタリング検査実施状況

計画数延べ100,109件に対し、延べ101,096件実施（実施率約101％）

モニタリング検査強化移行品目

27の国・地域の62品目

検査命令移行品目

16の国・地域の27品目

検査命令対象品目

全輸出国４品目及び39の国・地域の111品目（令和７年4月1日時点）



輸入時の検査・違反件数の推移
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主な食品衛生法違反内容（令和５年度）
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主な違反内容構成比(％)違反件数違反条文

アーモンド、とうもろこし、ピスタチオナッツ、落花生等のアフラ
トキシンの付着、キャッサバ等からのシアン化合物の検出、ブラン
デーからのメタノールの検出、しそからの腸管出血性大腸菌Ｏ26の
検出、二枚貝からの麻痺性貝毒、下痢性貝毒の検出、米、小麦、菜
種、大豆等の輸送時における事故による腐敗・変敗（異臭・カビの
発生）

27.8
226（延数）

224（実数）
販売等を禁止される食品及
び添加物6

衛生証明書の不添付1.0
８（延数）

８（実数）
病肉等の販売等の禁止10

指定外添加物(TBHQ、アゾルビン、キノリンイエロー、ケイ酸アル
ミニウムカリウム、サイクラミン酸、ブリリアントブラックBN、ホ
ウ酸、硫酸マンガン、ヨウ化カリウム、ヨウ素化塩)の使用

5.2
42（延数）

39（実数）
添加物等の販売等の制限12

農産物及びその加工品の成分規格違反（農薬の残留基準超過、E.coli
陽性等）、畜水産物及びその加工品の成分規格違反（動物用医薬品
の残留基準超過、農薬の残留基準超過等）、その他加工食品の成分
規格違反（大腸菌群陽性等）、添加物の使用基準違反（ソルビン酸、
二酸化硫黄等）、添加物の成分規格違反、安全性未審査遺伝子組換
え食品の検出等

61.0
495（延数）

459（実数）
食品又は添加物の基準及び
規格13

材質別規格等の違反4.7
38（延数）

32（実数）
器具又は容器包装の基準及
び規格18

おもちゃの規格違反0.4
３（延数）

３（実数）
おもちゃ等への準用規定68

812（延数）

763（実数）計 ※
※第6条第3号及び第13条第2項違反が1件
第12条及び第13条第2項違反が1件



令和６年度 監視指導結果
（速報値）



神戸検疫所における輸入状況①

12

0

25000

50000

75000

100000

125000

150000

175000

200000

225000

61 62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 元 2 3 4 5 6

食品監視課 食品監視第二課 合計

中国産冷凍餃子事案

食品監視第二課
開設

阪神淡路大震災

平成昭和 令和

（ 平成１８年までは年次、平成１９年以降は年度 ） （令和７年４月15日現在）
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８万7千件



神戸検疫所における輸入状況②
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神戸検疫所における違反状況
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食品監視課（44件）食品監視第二課（27件）

届出件数に占める違反の割合 0.04％

• 検査命令 31件

• 指導検査等 26件

• モニタリング検査 14件

（令和７年4月15日時点）



神戸検疫所における違反状況
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主な原因主な違反内容
構成比
（％）

違反件数
（延数）

違反条文

・天候不良
・選別不良
・原料の衛生管理不足
・航海中の水濡れ、結露

落花生、落花生加工品、アーモンド、乾燥
いちじく、ピスタチオナッツ、ごま等のア
フラトキシンの付着、小麦、米、菜種等の
輸送時における事故による変敗・カビの発
生

35.225販売を禁止される
食品及び添加物

６

・他国向け製品の誤出荷
・輸入者の認識不足

指定外添加物（TBHQ、フマル酸第一鉄)の
使用

2.82添加物等の販売等
の制限

12

・農薬管理不足（ドリフト等）
・温度管理不足（保管時）
・衛生管理不足（作業員の手洗い等）
・製造不良（撹拌不足、製造方法の
無断変更）

・輸入者の認識不足
・他国向け製品の誤出荷

農産物、水産物及びそれらの加工品の成分
規格違反（農薬の残留基準違反、大腸菌群
陽性 等）、添加物の使用基準違反（ソル
ビン酸、二酸化硫黄 等）、添加物の成分
規格違反（ソルビン酸の強熱残分）

62.044食品又は添加物の
基準及び規格

13

00器具又は容器包装
の基準及び規格

18
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本日の内容
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1. 輸入前相談の目的



輸入前指導の目的

4

輸入者による自主的な衛生管理の推進
法違反の未然防止
適切な輸入届出

検疫所イメージキャラクター

クアラン

輸入食品相談指導室
全国13検疫所本所（小樽、仙台、成田空港、東京
（羽田空港含む）、横浜、新潟、名古屋、大阪、関西
空港、神戸、広島、福岡、那覇）に設置。



輸入前相談と輸入時の違反率

5

0

0.5

1

1.5

2

輸入相談時点 輸入時点

違反率（令和５年度） 輸入前相談時点で判明する場合が多い。

⇒輸入前相談により効果的に輸入食品の
法違反の防止が可能。

（資料出所）厚生労働省「令和5年度における
輸入食品監視指導計画に基づく監視指導結果」

①輸入届出件数：2,350,033件
輸入時に判明した違反件数：763件

②輸入相談実施件数：23,266件
相談時に判明した違反該当件数：404件

0.03%

（％）

1.74%
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2. 令和６年度輸入相談実績



神戸検疫所の輸入相談実績（令和６年度）

23

輸入相談実施件数 644件

品目別輸入相談件数 1,383件

品目別違反該当件数 23件（相談件数の 3.57％）

条文別違反該当件数
第12条違反 16件
第13条違反 16件
合計(実数) 23件
合計(延数) 32件



神戸検疫所の輸入相談時の違反内容（令和６年度）

24

主な違反内容
構成比
（％）

違反件数
（延数）違反条文

指定外添加物（ヨウ素、サイクラミン酸、
脂肪酸のマグネシウム、ヨウ素酸カリウ
ム、フィトナジオン、硫酸マンガン、カ
ルボキシメチルセルロース、Flavanone-
3-Hydroxylase、グルタミントランスア
ミナーゼ、硫酸亜鉛、フィトナジオン、
カルミン、塩化亜鉛)の使用

50.016添加物等の販売等
の制限

12

添加物の使用基準違反

・対象外使用（ソルビン酸カリウム、安息
香酸ナトリウム、炭酸水素カリウム ト
コフェロール酢酸エステル、ビオチン）

・過量使用（ソルビン酸カリウム、安息香
酸ナトリウム、ポリソルベート80）

・過量残存（二酸化硫黄）

清涼飲料水の製造基準不適合

放射線照射 ● 対象外の搾乳

50.016食品又は添加物の
基準及び規格

13
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3. 相談の手順



資料の用意①

7

①輸出者、所在地 ②包装者、所在地未加工食品

①製造者、所在地 ②製造所、所在地

③原材料（食品添加物を含む場合は、物質名、使用量）

④製造加工方法 ⑤容器包装の材質 ⑥保管方法 ⑦用途
加工食品

①製造者、所在地 ②製造所、所在地

③物質名 ④添加物製剤の場合は、成分

⑤使用目的 ⑥容器包装の材質 ⑦保管方法
食品添加物

①製造者、所在地 ②製造所、所在地

③食品が触れる部分の材質（組み合わせ器具の場合は、展開図、部
品リスト）

器具
容器包装

①製造者、所在地 ②製造所、所在地

③材質 ④可塑化された材質の有無

⑤可塑化された材質の場合は可塑剤の物質名

⑥塗膜の材質 ⑦使用・販売方法（遊び方、対象年齢、販売先等）

指定おも
ちゃ

相談アイテム毎に、下記内容がわかる資料を製造者等より入手し用意



資料の用意②

11

名　称

所在地

担当者 検疫太郎 連絡先 tel 078-000-0000 fax 078-000-0000

名　称

所在地

担当者 東京一郎 連絡先 tel 078-000-0000 fax 078-000-0000

使用方法 そのまま飲用

自主検査予定項目

清涼飲料水成分規格、安息香酸、サイクラミン酸

輸入予定港・時期 ■神戸　□関西空港　□大阪　□その他　　　　　輸入時期：2016年4月

容器包装の材質
内容量

ペットボトル
500ml

保存方法 ■常温　　□冷蔵　　□冷凍　　□その他（　　　　　　　　　　　　　）

使用用途 ■小売用　□製造加工原料　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

原材料（材質)

□別紙参照
茶葉、水

食品添加物の
名称、用途、使用量

＊使用量は使用基準がある場合記入

□別紙参照
Ｌ－アスコルビン酸ナトリウム（酸化防止剤）
安息香酸ナトリウム（保存料）　0.50g/Kg

製造方法

□別紙参照
茶葉抽出-調合ー殺菌（130℃、15秒）ー自動充填ー自動密栓ーラベリングー
包装

製造所名、所在地

□別紙参照
ABC PREFECTURE FOREING TRADE & RELATION CORP.
103 JINYU STREET CHENGDU, CHINA
　

種　別 　■食品　　□食品添加物　　□器具　　□容器包装　　□おもちゃ

商品の種類、名称 清涼飲料水　黒烏龍茶

相談内容
（できるだけ具体的に

記載してください）

□事前調査項目　□輸入手続き　□届出添付資料　■自主検査項目
□食品添加物　 　□残留農薬等　□届出手続　      □届出の記載方法
■その他　殺菌条件が製造基準を満たすか確認したい。

生産国 中国

製造者名、所在地

□別紙参照
ABC PREFECTURE FOREING TRADE & RELATION CORP.
103 JINYU STREET CHENGDU, CHINA
　

輸入者

厚生商事株式会社

東京都千代田区霞が関1-2-2

神戸検疫所輸入食品相談指導室　参考様式

事前調査整理票

相談者

株式会社厚生海運

神戸市兵庫区遠矢浜1-1

• 商品サンプル
• カタログ 等

その他

事前調査整理票
（神戸検疫所の参考様式）



相談の予約
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1. 相談日 月曜日～金曜日
（祝日、年末年始を除く）

2. 相談時間 8:30～12:00、13:00～17:15 

3. 相談方法 原則として、面談方式。
過去に食品等の輸入実績がある輸入者
で、検査項目の助言等簡易な相談内容
であれば、FAX等による相談も受付。

4. 相談費用 無料



事前調査整理票①
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神戸検疫所ホームページQR



事前調査整理票②

14
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事前調査整理票③

15



4. 相談時の指導項目
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輸入者責務①
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第８条

1. 輸入者を含む食品等事業者は、自らが食品の安全性の確保に
ついて第一義的責任を有していることを認識して、食品の安
全性を確保するために必要な措置を食品供給行程の各段階に
おいて適切に講ずる責務を有する。

2. 事業活動に係る食品その他の物に関する正確かつ適切な情報
の提供に努めなければならない。

3. 国又は地方公共団体が実施する食品の安全性の確保に関する
施策に協力する責務を有する。

食品安全基本法



輸入者責務②
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第３条第１項

輸入者を含む食品等事業者は、自らの責任において輸入食品等の
安全性を確保するため

（１）知識及び技術の習得

（２）原材料の安全性の確保

（３）自主検査の実施

（４）必要な措置

を講ずるよう努めなければならない。

食品衛生法



基本的な事項
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◎輸入食品監視指導計画 別表第２

食品分類毎の

• 輸入時における危害要因（代表的な事例）
• 事前の確認事項
• 定期的確認事項（初回輸入時を含む）
• 輸送及び保管時の確認事項

◎食品、添加物等の規格基準（昭和34年厚生省告示第370号）

◎乳及び乳製品の成分規格等に関する命令
（昭和26年12月27日厚生省令第52号）

令和6年4月1日に、食品衛生基準行政は、消費者庁に移管されました。



5. 相談室からのお知らせ
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情報お知らせメールの活用

21

電子メール登録申込用紙を神戸検疫所食品監視課に
FAX送信する
１社につき１メールアドレスの登録に限ります

【重要】配信元のメールアドレスに返信されても対応
いたしかねます

登録方法



ホームページの更新予定

22

「輸入相談Q&A」を更新
「厚生労働省ホームページ利用マニュアル」をリニューアル
⇒「輸入食品業務関連事項の調べ方」



ご清聴ありがとうございました
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